
第１５章 傷害事故関係 

 

１．負傷原因等の照会について 

  当組合では、被保険者・被扶養者が骨折・捻挫などの外傷性疾患により保険医療機関等に受診した

場合、健康保険法第59条に基づいて「負傷原因等の照会」を行っています。 

  負傷原因が仕事中や通勤中の場合は保険給付外となり、交通事故などの第三者傷害の場合は加害者

等に請求となりますが、当組合に負傷原因報告がない場合、保険医療機関等に医療費が支払われたま

まとなり、医療費の無駄使いとなりますので、必ず報告してください。 

 

２．第三者傷害により健康保険を使用した場合の取扱い 

  交通事故などによる怪我で、健康保険の給付を受けるには一般の疾病の場合とは異なり、無条件と

いうわけではなく法律等に基づいて次のような取り扱いがありますのでご留意ください。 

（１）傷害事故届の提出 

   第三者の行為による負傷で、健康保険の給付を受ける場合は、当組合に対し速やかに事故内容の

報告が義務つけられています。（健康保険法施行規則第65条） 

（２）損害賠償請求権の代位取得 

   被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を当組合が一時的に

立て替え、被害者が加害者に対して持っている損害賠償請求権を被害者に代わって、当組合が代位

取得し、加害者または保険会社へ立て替えた治療費を請求します。 

（３）示談のとき 

   示談（和解契約）をされる場合は、必ず事前に当組合に経過をご報告ください。報告なく示談し

損害賠償請求権の全部または一部を免除すると、損害金を受け取った日以降、保険給付の代位取得

は行われないことになります。（保険給付の免責）示談後の医療費は、健康保険組合の大きな負担

となる場合がありますのでご注意ください。 

（４）損害賠償請求の取扱い 

   加害者または保険会社に請求を行うときは、必ず事前に当組合へ連絡をしてください。なお、連

絡なく請求した場合等で、当組合が受領すべき金額の全部または一部を受領できなかった場合は、

被害者と調整を行います。調整方法については当組合と被害者の各損害額に応じ比例按分となりま

す。 

（５）個人情報保護法による取扱い 

   当組合は加害者（保険会社）に医療費を請求するにあたり、必要書類としてレセプトの写しを添

付して請求しますが、個人情報保護の観点からレセプトを加害者に提供する際は、原則として被害

者の方の同意が必要となりますので、傷害事故届（給11）裏面同意欄に署名（自署）願います。 

 

 



【第三者行為により健康保険を使用した場合のしくみ】 

 

 

【提出書類について】 

  交通事故で健康保険を使用して治療を行った場合、下記の書類が必要になります。 

※事故の状況等により上記書類以外を提出していただく場合もあります。 

 

  

対 物 事 故 （ 加 害 者 有 り ） 自 損 事 故 

（加害者無し） 人 身 事 故 物 損 事 故 

・傷害事故届 

・第三者行為による傷病届 

・交通事故証明書 

・事故状況発生報告書 

・傷害事故届 

・第三者行為による傷病届 

・交通事故証明書 

・事故状況発生報告書 

・人身事故証明書入手不能証明書 

・傷害事故届 

・第三者行為による傷病届 

・交通事故証明書 
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損害賠償請求 

賠償金の支払 

医療費請求 

医療費支払（一時立替） 

一
部
負
担
金
の
支
払 

健
康
保
険
で
治
療 

治 
 
 

療 

一
部
負
担
金
の
請
求 

賠
償
金
の
支
払 

保
険
給
付
費
の
請
求 

（
損
害
賠
償
請
求
） 



３．業務上、通勤災害による負傷の取扱い 

  業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対しては労働者災害補償保険

法（以下労災保険という）の適用となり、健康保険は使用できません。 

  保険医療機関等へ申し出て、事業主より労災の手続きを行ってください。労災保険の適応となるか

判断が難しい場合は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。 

  なお、誤って健康保険を使用した場合は、後日受診者に医療費を請求いたします。 

  また、労災保険に特別加入をしていない役員の業務上の負傷も健康保険の適用外ですので事業主に

て治療費を全額自己負担することになります。 

 （１）業務上災害 

    業務上災害とは、労働者の業務上の負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。 

    業務上とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関

係があることをいいます。 

 （２）通勤災害 

    通勤災害とは、労働者の「通勤による」負傷・疾病・障害または死亡をいいます。 

    通勤とは労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法により往復する

ことをいいます。 

 


